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序     文 
 

スーダン共和国「ダルフール及び暫定統治三地域人材育成プロジェクト」は、ダルフール 3 州

と青ナイル州、南コルドファン州をプロジェクト対象地域として、給水、保健医療、職業訓練分

野における関係機関の能力強化を通じた社会サービスの向上に取り組んでいます。 

2009 年 6 月からプロジェクトを開始し、2010 年 11 月で 1 年半が経過しました。活動の中間地

点を迎えるため、これまでの進捗と成果を確認し、当初の計画や運営体制の見直しを含めた現在

の課題を検討することを目的に、中間レビュー調査団を派遣しました。 

この報告書は、スーダン共和国側との合同評価の結果に基づき取りまとめたものであり、今後

の技術協力事業を効果的かつ効率的に実施していくための参考として、広く活用されることを願

うものです。 

ここに、本調査にご協力とご支援いただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 23 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
スーダン駐在員事務所長 宍戸 健一 
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評価調査結果要約表 
Ⅰ．案件の概要 

国名：スーダン共和国 

 

案件名：ダルフール及び暫定統治三地域人材育成プ

ロジェクト 

分野：地域開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA スーダン駐在員事務所 協力金額： 

協力期間 （R/D）：2009 年 6 月 1 日～

2012 年 5 月 31 日 

先方関係機関：地方分権化高等評議会（HCDG）、州

保健省（SMOH）、州水公社（SWC）、州教育省

（SMOE）、北部スーダン DDR 委員会（NSDDRC）、

州青年スポーツ文化省（SMOYSC）、州地方自治省

（SMOLG）、州財務省（SMOF） 

1．協力の背景 

スーダン共和国（以下、「スーダン」と記す）西部のダルフール地方では、6 年にわたる紛争

により、国連によるとこれまでに 300 万人の国内避難民及び難民が発生している。低開発及び

これを放置してきた政府を背景に、反政府勢力による武力抗争が依然として続いている。 

これら地域では、母子保健（Maternal and Child Health：MCH）の指標（妊産婦死亡率、乳児

死亡率など）、安全な水へのアクセス（改善された水源を利用できる割合）、教育（職業訓練）

へのアクセスがいずれもスーダン北部の他州より低い状態にあり、これら低開発状態の改善に

あたって、主な要素である行政サービスの向上を目的とし、技術協力プロジェクト「ダルフー

ル人材育成プロジェクト」が 2009 年 6 月から 2012 年 6 月までの 3 年間の予定で実施されてい

る。 

一方、スーダンの北部と南部の境界に位置する青ナイル州、南コルドファン州及びアビエイ

地区は暫定統治三地域と呼ばれ、2005 年の南北包括和平合意（Comprehensive Peace Agreement：

CPA）合意後、南北の政府により合同で暫定統治がなされている。これら地域の安定化は南北

間の和平推進に非常に重要であるが、ダルフールと同様、内戦の影響で社会サービスにも深刻

な影響が出ている。この状況に対処するため 2009 年 12 月 22 日に、「ダルフール及び暫定統治

三地域人材育成プロジェクト」として、暫定統治三地域にも拡大すべくスーダン政府と合意文

書が交わされた。 

 

2．協力内容 

(1) 上位目標 

ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健医療

（MCH）、職業訓練分野における行政サービスへのアクセスが改善される。 

 

(2) プロジェクト目標 

ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健医療

（MCH）、職業訓練分野において、関係機関のサービス・プロバイダーの能力が向上する。
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(3) 成果 

1)  パイロット活動の管理及び研修を通じて、州政府の調整能力が強化される。 

2)  パイロット活動の実施及び研修を通じて、給水、保健医療（MCH）、職業訓練分野の

人材が育成される。 

 

(4) 投入（2010 年 10 月現在） 

日本国側 

長期及び短期専門家累計 12 名 

機材供与 1 億 9,600 万円相当 

プロジェクト運営費 2,200 万円 

研修実施 

 水供給分野 21 名（井戸改修） 

 MCH 分野 56 名（村落助産師現任研修の TOT）、194 名（5S 研修） 

 職業訓練分野 119 名（機械、自動車、電気、服飾、金属加工、木工、食品加工の

TOT） 

 マネジメント分野 123 名（財務、プロジェクト管理など）、8 名（本邦研修） 

スーダン側 

カウンターパート（Counterpart：C/P）、パイロット活動経費、事務所スペース 

Ⅱ．評価調査団の概要 

調査者 日本側 

 担当分野 氏名 所属 

1 総括 宍戸 健一 JICA スーダン駐在員事務所 所長 

2 地方行政 辻 一人 JICA 公共政策部 技術審議役 

3 平和構築 土肥 優子 JICA 公共政策部 平和構築・貧困削減課

4 評価企画、給水 村川 太志郎 JICA スーダン駐在員事務所 所員 

5 保健、職業訓練 西本 敦子 JICA スーダン駐在員事務所 企画調査員

6 評価分析 山口 豊 有限会社クランベリー コンサルタント 

スーダン側 

 担当分野 氏名 所属 

1  Mr. Salah Eldeen Babiker Mohamed 地方分権化高等評議会 次官
 

評価期間：2010 年 11 月 19 日～2010 年 12 月 3 日 評価種類：中間レビュー 

Ⅲ．評価結果の概要 

1．実績の確認 

(1) 成果達成の実績 

成果 1 はプロジェクトの終了時までに達成される見通しである。ダルフール 3 州のすべ

ての州水公社（State Water Corporation：SWC）で既に井戸の改修工事を開始している。こ

れらの改修工事の費用は、各州の財政から支出されているものである。このパイロット活

動のための州財政からの予算の支出については、ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナ

イル州、南コルドファン州のそれぞれの州政府によってコミットメントが表明されてい



iii 

る。 

村落助産師（Village Midwife：VMW）の現任研修は実施準備がほぼ完了しており、リプ

ロダクティブ・ヘルス（Reproductive Health：RH）コーディネーター会合を終えて、2010

年 12 月に北ダルフールで開始され、その後 2011 年 2 月までに残りの 4 州でも開始される

見通しである。また職業訓練分野では暫定統治地域で実施準備が進んでおり、「北部スー

ダン職業訓練強化プロジェクト」と連携してのパイロット活動の実施が 2011 年 1 月に見込

まれている。保健分野及び職業訓練の分野のパイロット活動の運営経費の予算配分につい

ても、ダルフール 3 州及び暫定統治地域 2 州の州政府によりコミットメントが既になされ

ている。 

成果 2 がプロジェクトの終了時までに達成される可能性も高い。給水、MCH、職業訓練

の分野のサービス・プロバイダーに対してトレーナー研修（Training of Trainer：TOT）が

実施され、機材の多くはプロジェクト前半の比較的短期間に調達を終えている。 

SWC や州保健省（State Ministry of Health：SMOH）などの実施機関は、それぞれ給水施

設改修と VMW 現任研修のパイロット活動実施のためのより高いサービス提供能力を既に

備えている。さらに、これらの能力は、国営水公社研修センター（Public Water Corporation 

Training Center：PWCT）によるモニタリングや追加研修、連邦保健省（Federal Ministry of 

Health：FMOH）によるスーパービジョンのサービスによって支援される予定である。州

政府が独自のイニシアティブでパイロット活動を実施することによって、サービスのプロ

バイダーはより一層、組織と人材の能力向上が期待できる。 

 

(2) プロジェクト目標達成の見込み 

州政府内の部局の関係が良好で、サービス・プロバイダーへの予算割当を含む組織的な

調整がスムーズに行われれば、プロジェクト目標はプロジェクトの実施期間が終了する前

に達成されると思われる。現在、井戸改修のためのパイロット活動はそのサービス・プロ

バイダーである SWC によって既に開始されているが、VMW への現任研修も順調に短期間

のうちに開始される可能性が高い。職業訓練の分野でも、プロジェクトは研修と機材供与

を既に行っており、実施計画を更につめることによって技術学校やユースセンターなどの

政府機関及び NGO による、パイロット活動が開始される予定である。 

スーダンが置かれている、紛争を含むさまざまな社会的・経済的・政治的な環境から発

生する外的要因を考慮すれば、プロジェクトのパイロット活動の持続性は、ほかの国のプ

ロジェクトより更に一層難しい状態に置かれていたと予想することもできる。そういった

難しい状況のなかで、プロジェクトが組織面及び人材面の能力強化を通じて、持続性をこ

れまで強化してきたことは評価できる。 

 

(3) 上位目標達成の見込み 

上位目標の達成見込みを、この中間レビューの段階で判断することはいまだ時期尚早と

思われる。 
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2．評価結果の要約 

(1) 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。プロジェクトはスーダンの国家政策と整合性がある。現

在の国家戦略計画（2007～2011）が、2011 年に新たな戦略計画が策定されるまでスーダン

の開発政策とみなされている。事前評価が行われた 2009 年 4 月から現在まで、関連する

主な政策に変化はない。現行の戦略計画では、安全な水の確保と MCH はプライオリティ

ーが高い分野とされており、また職業訓練も同計画で重要性が指摘されている。 

協力のタイミングも適切であった。プロジェクトの開始は、2009 年 3 月に国際 NGO が

追放されたために、その後に残されたギャップを埋め、住民のベイシック・ニーズに応え

るために、スーダン政府のライン省庁が活動を開始した時期と一致している。さらに、プ

ロジェクト対象地域の暫定統治地域への拡大は、同地域での武装解除と動員解除がプロジ

ェクト開始の数カ月前に開始されるというタイミングに恵まれた時期でもあった。 

プロジェクト目標は平和構築そのものを目的としてはいないが、給水、保健医療、職業

訓練の分野でのサービス・プロバイダーの能力向上を通じて、基本的なサービスへのアク

セスを改善し、政府への信頼を強化し、結果的に平和のための基礎固めに貢献することが

期待されている。これは政府が予算を割り当て、上記のサービス・プロバイダーによるパ

イロット活動が実行に移され、継続して活動を行うことを通じて可能となる。 

プロジェクトは、ダルフール 3 州と暫定統治地域という、紛争によって被災した地域を

ターゲット地域としており、ターゲット地域選択の妥当性が高いことは明らかである。 

 

(2) 有効性 

プロジェクトは、プロジェクト目標の達成に向かって順調に進められており、その有効

性は高い。州政府の関係部局は、部局間での調整を進めながら、プロジェクトのパイロッ

ト活動を支援しており、既に 5 つの州政府がパイロット活動を支える予算的なコミットメ

ントの額を明らかにしている。 

給水、保健医療、職業訓練の分野で、PWCT、FMOH、職業・徒弟訓練評議会（Supreme 

Council for Vocational Training and Apprenticeship：SCVTA）、技術・工学教育国家委員会

（National Council for Technical and Technological Education：NCTTE）などの連邦政府機関

による研修を通じてパイロット活動に必要な技術を育成し、パイロット活動は実施に移さ

れつつある。プロジェクトでは、プロジェクト目標達成のために、連邦政府省庁、その他

政府機関、州政府、サービス・プロバイダーなどの異なるレベルの組織が連携し活動を実

施している。 

 

(3) 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。限られた予算、体制のなかで、プロジェクトは給水、MCH、

職業訓練の複数の分野にまたがる活動を、紛争に苦しむ 5 つの州に拡大しつつある。 

プロジェクトが効率性を高めている最も大きな要因の 1 つは、FMOH、セナール州政府

保健省（Sennar State Ministry of Health：SSMOH）、PWCT、SCVTA、NCTTE などのスーダ

ンの連邦機関の経験と資源を生かしていることである。なお、これらの連邦機関のうちの

いくつかの組織は、ほかの実施中の国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：
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JICA）プロジェクトの協力を得ている。 

また、プロジェクトはその活動のなかで研修や TOT の実施が必要な場合には、スーダン

行政科学院（Sudan Academy for Administrative and Sciences：SAAS）、SCVTA をはじめスー

ダン政府の訓練機関を活用することによってプロジェクトの効率性を高めてきた。 

他のドナー機関との協調や協力もまたプロジェクトが効率性を高めてきた要因である。

無償資金協力のスキームによって、2010 年 11 月に JICA と FMOH と国際連合児童基金

（United Nations Children's Fund：UNICEF）は、「小児感染症予防計画（The Project for 

Infectious Diseases Prevention for Children）」のプロジェクトに合意している。 

 

(4) インパクト 

プロジェクトのインパクトは高い。パイロット活動が開始された場合、給水、保健医療

（MCH）、職業訓練の分野の公共サービスへのアクセスが改善することが期待されている。

また、公共サービスへのアクセスが増加し、更に予算の割り当てが確保され続ければ、サ

ービスの受益者に対しても持続的なインパクトがもたらされる。 

プロジェクトが重要な支援を受けてきたほかの JICA プロジェクトに対しても、プロジ

ェクトはポジティブなインパクトを与えた。例えば、FMOH、SSMOH、フロントライン母

子保健強化プロジェクトが実施した TOT は、それらプロジェクトのファシリテーターの能

力を高め、彼らの業務に対する自信を高めたといえる。また SWC による井戸の改修工事

の実施はプロジェクトの成果であるが、同時に PWCT による研修の有効性を証明したもの

でもある。このインパクトは、PWCT が研修内容を現場のニーズに応じた内容に改善する

ために払った多くの努力が短期間のうちに実ったことによって生じたことを示している。

プロジェクトの TOT の参加者からは、研修が彼らの知識を深めただけでなく、プロジェ

クトのインパクトとして、業務に対する自信と熱意を高められたという感想が表明され

た。このことは、結果的にサービス・プロバイダーの能力を向上させ、人々の政府とダル

フール及び暫定統治地域の将来に対する信頼を醸成するのに貢献する。 

 

(5) 持続性 

組織の能力と人的資源の観点からプロジェクトの持続性は高いが、財政的な観点からの

持続性は普通であるとみられる。 

組織能力と人的資源の観点では、プロジェクトは持続性があることを既に示している。

例えば、PWCT による研修のあと、ダルフール地域の北、西、南の 3 州の SWC は、独自

のイニシアティブで井戸の改修工事を進めている。井戸管理の技術のための研修だけでな

く、PWCT は計画とマネジメントのための研修コースをこれら 3 州の水公社の職員に対し

て実施している。こうしたマネジメント技術を習得することによって、SWC が持続性のあ

る管理能力をもつことを PWCT は期待している。 

しかし州政府の財政の不安定な状況は継続するとみられるため、効果的な研修の実施に

よって、組織の能力と人的資源に関して持続性は高められているものの、財政面において

は予算が継続的に確保されるよう努力が必要である。 
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3．効果発現に貢献した要因 

(1) 連邦政府と州政府の調整の改善 

プロジェクトは連邦政府レベルの省庁と政府組織から協力を得ることに成功している。

州政府が分権化に向かいつつある、困難で変化しやすいスーダンの状況のなか、プロジェ

クトは連邦政府レベルの省庁と政府組織から、州政府と効果的に活動するための助言とサ

ポートを得ている。 

 

(2) マネジメント部門の協力 

プロジェクトのスムーズな実施のために多くの協力が、プロジェクトに関連する組織の

マネジメント部門の人々から得られた。FMOH、SSMOH、JICA 専門家は、VMW の現任研

修についてのパイロット活動の実施のためにコーディネーションを行い、プロジェクトに

協力した。また、PWCT のマネジメント部門も協力的でプロジェクトの有効な実施に大き

く貢献した。 

 

(3) コミュニケーションの促進 

プロジェクトにかかわる多数の関係機関の間のコミュニケーションを保つために、プロ

ジェクトはプロジェクト管理のために多くの努力を払ってきた。合同調整委員会（Joint 

Coordinating Committee：JCC）が定期的に開催されているうえに、更にステークホルダー

会合が開かれ、プロジェクトの重要なコミュニケーション・ツールとしての役割を果たし

ている。 

 

4．結論 

5 項目の評価の観点から総体的に判断して、プロジェクトの評価結果は良好である。 

プロジェクトは、プロジェクト目標達成に向かって進捗しており、有効性が高いといえる。

プロジェクトのパイロット活動は、井戸修復の分野では、ダルフール地域 3 州の州政府におい

て州政府独自の予算で既に実施に移されている。またプロジェクトは、スーダン政府機関がも

っている経験と資源を活用することによって、高い効率性を達成している。なお、それら政府

機関のうちのいくつかはほかの JICA プロジェクトの支援を受けているものである。さらに、

プロジェクトの妥当性は高く、またインパクトも高いと予想される。しかしプロジェクトのイ

ンパクトを測定する手段についてプロジェクトは今後より具体的に設定する必要がある。持続

性については、組織と人的資源の側面から高いであろうと推測されるが、財政的な側面からは

予算が継続的に確保されるよう努力が必要である。 

 

5．提言 

(1) パイロット活動を行う地域を選定するにあったての平和構築の視点への配慮 

平和構築の観点から、ダルフール地域と暫定統治地域の双方で、地域的または（特にダ

ルフール地域では）部族的なバランスに、適切に配慮することが必要である。さらに、ダ

ルフール地域での国内避難民（Internally Displaced Persons：IDP）、暫定統治地域での帰還

民や社会的弱者のような、紛争で悪影響を受けた人々に対しても、同様に特別な配慮を払

うことが重要である。プロジェクトは、元戦闘員とその他の住民との支援のバランスを取
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りつつも、元戦闘員の社会復帰のニーズに応えることが求められている。 

 

(2) スーダン政府によるコミットメントを確保する努力の継続 

各州による予算手当は約束されているものの、それが確実に実行される必要があるため

プロジェクトは、中央政府及び州政府レベルの機関との良好な関係を継続することが望ま

しい。またパイロット活動を通じて政府が良い公共サービスを提供するためには、地方分

権化高等評議会（Higher Council for Decentralized Governance：HCDG）がプロジェクトの実

施を促進し、ライン省庁が技術的側面で州政府を支援し、州政府が公共サービスを向上す

るための資本財や運営費用のための予算を確保する必要がある。プロジェクト終了後も、

公共サービス改善のためには、これらが継続的に行われることが重要である。今後、本格

的に州での活動が開始されるため、その状況のモニタリング、指導、実施支援などを、ど

のように行っていくか、検討する必要がある。 

 

(3) PDM 

プロジェクトの後半、パイロット活動が本格化するにつれて、ターゲット地域のサービ

ス・プロバイダーの実施能力の向上が図られる。プロジェクトの成果をより明確にするた

めに、また終了時評価に備えて、数量的な指標の導入を検討することが望ましい。 

 

6．教訓 

(1) 他の JICA プロジェクトとの協調による成果 

プロジェクトは、他の JICA プロジェクトと連携し、プロジェクトの効率性と有効性を

高めている。「水供給人材育成プロジェクト」と「フロントライン母子保健強化プロジェ

クト」はパイロット活動のための研修実施に協力しただけでなく、パイロット活動の実施

管理面でも準備に協力し、プロジェクトの迅速な投入が可能となった。地域の開発をめざ

すプロジェクトにおいて、他プロジェクトとの連携が良好に行われれば、プロジェクト間

の相乗効果も期待できる。 

 

(2) 国際機関との協力 

プロジェクトは、UNICEF と VMW の現任研修の実施で協力し、暫定統治地域での職業

訓練のパイロット活動実施には国際連合開発計画（ United Nations Development 

Programme：UNDP）の武装解除・動員解除・社会再統合（Disarmament, Demobilization & 

Reintegration：DDR）プログラムと連携して実施する計画である。国際機関との連携によ

って、紛争のために協力活動が困難になっている地域においても、より有効な活動が可能

となるよう努力している。このような、国際機関との協力の方法は、他のプロジェクトの

参考モデルになり得ると考えられる。 
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第１章 中間評価調査団の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

１－１－１ プロジェクト開始の経緯 

スーダン共和国（以下、「スーダン」と記す）西部のダルフール地方では、6 年にわたる紛争

により、国連によるとこれまでに 300 万人の国内避難民及び難民が発生している。低開発及び

これを放置してきた政府を背景に、反政府勢力による武力抗争が依然として続いている。これ

ら地域では、母子保健（Maternal and Child Health：MCH）、安全な水へのアクセス、教育（職業

訓練）へのアクセスがいずれもスーダン北部の他州より低い状態にあり、これら低開発状態の

改善にあたって、主な要素である行政サービスの向上を目的とし、技術協力プロジェクト「ダ

ルフール人材育成プロジェクト」が 2009 年 6 月から 2012 年 6 月までの 3 年間の予定で実施さ

れている。 

全体のカウンターパート（Countrepart：C/P）は地方分権化高等評議会（Higher Council for 

Decentralized Governance：HCDG）〔元連邦統治省（Ministry of Federal Governance：MOFG）：本

年 6 月に改称〕であり、事業実施主体は州の関係機関〔州水公社（State Water Corporation：SWC）、

州保健省（State Ministry of Health：SMOH）、職業訓練校など〕として、パイロット事業、研修

の実施並びにそれらに必要な機材供与を通じて、①関係機関のモニタリングや予算などのリソ

ース配分に関する調整機能の強化、②給水（井戸改修）・保健医療・職業訓練分野における技術

者の研修（人材育成）の 2 つのアプローチにより、サービス提供機関の実施能力を強化するこ

とを成果している。 

一方、スーダンの北部と南部の境界に位置する青ナイル州、南コルドファン州及びアビエイ

地区は暫定統治三地域と呼ばれ、2005 年の南北包括和平合意（Comprehensive Peace Agreement：

CPA）合意後、南北の政府により合同で暫定統治がなされている。これら地域の安定化は南北

間の和平推進に非常に重要であるが、ダルフールと同様、内戦の影響で社会サービスにも深刻

な影響が出ている。この状況に対処するため 2009 年 12 月 22 日に、「ダルフール人材育成プロ

ジェクト」をこれら暫定統治三地域にも拡大すべくスーダン政府と合意文書が交わされた1。 

 

１－１－２ 調査団派遣の目的 

本調査は、本プロジェクトの協力期間（3 年間）の中間地点を迎え、プロジェクトが順調に

効果発現に向けて実施されているかどうかを検証し、プロジェクト内容の改善に資することを

目的とする。主要な作業内容は以下のとおり。 

1)  活動計画に基づき、プロジェクトの投入実績、活動実績、計画達成度を調査・確認し、

問題点を整理する。 

2)  従来の評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）、及び現在公共政策

部で策定中の「紛争影響国のプロジェクト評価ガイダンス」の観点から、プロジェクトを

レビューし、その結果をプロジェクト・チーム及びスーダン側に報告するとともに、改善

が必要と思われる点があれば提言を行う。 

3)  今後の活動の方向性について、関係者間において合意形成を図る。 

                                                        
1 アビエイ地区は安定した政府が未形成のため、本プロジェクトでは当面は暫定統治三地域においては、青ナイル州、南コル
ドファン州を対象とする。 
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１－２ 調査団の構成 

調査には、表－１と表－２に示した日本国側から 6 名、スーダン側から 1 名の計 7 名が評価に

参加した。 

 

表－１ 日本国側メンバー 

担当分野 氏名 所属 

1．総括 宍戸 健一 JICA スーダン駐在員事務所 所長 

2．地方行政 辻 一人 JICA 公共政策部 技術審議役 

3．平和構築 土肥 優子 JICA 公共政策部 平和構築・貧困削減課 

4．評価企画、給水 村川 太志郎 JICA スーダン駐在員事務所 所員 

5．保健、職業訓練 西本 敦子 JICA スーダン駐在員事務所 企画調査員 

6．評価分析 山口 豊 有限会社クランベリー コンサルタント 

 

表－２ スーダン側メンバー 

担当分野 氏名 所属 

1．総括 Mr. Salah Eldeen Babikir Mohamed 地方分権化高等評議会 次官 

 

１－３ 調査日程 

現地調査は 2010 年 11 月 19 日から 12 月 3 日までの期間で実施された。 

調査日程の概要は以下のとおりである。 

 

 月日 曜日 業務行程 

1 11 月 19 日 金 （山口団員 東京発） 

2 11 月 20 日 土 （山口団員 スーダン着） 

3 11 月 21 日 日 

・JICA スーダン駐在員事務所打合せ 

・国際協力省（MIC）表敬 

・専門家インタビュー（ダルフール及び暫定統治三地域人材育成プロジ

ェクト） 

4 11 月 22 日 月 
・専門家インタビュー（フロントライン母子保健強化プロジェクト、水

供給人材育成プロジェクト） 

5 11 月 23 日 火 

・地方分権化高等評議会（HCDG）協議 

・職業・徒弟訓練評議会（SCVTA）、職業訓練セクター協議（3A） 

・技術・工学教育国家委員会（NCTTE）、職業訓練セクター協議（ダル

フール） 

・国際協力省（MIC）打合せ 

6 11 月 24 日 水 

・連邦保健省（FMOH）、保健セクター協議 

・国営水公社研修センター（PWCT）、水セクター協議 

・UNICEF 打合せ 

・北部スーダン DDR（武装解除・動員解除・社会再統合）委員会イン

タビュー 
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7 11 月 25 日 木 

・UNDP 打合せ 

・国連スーダンミッション（UNMIS）打合せ 

（辻、土肥団員 スーダン着） 

8 11 月 26 日 金 M/M 準備 

9 11 月 27 日 土 M/M 準備 

10 11 月 28 日 日 ・関係者打合せ 

11 11 月 29 日 月 

・ステークホルダー会合 

・M/M 署名 

・在スーダン日本大使館報告 

（辻、土肥団員 スーダン発） 

12 11 月 30 日 火 ・西ダルフール州政府インタビュー 

13 12 月 1 日 水 

・RH 会合視察 

・スーダンビジョン新聞社インタビュー 

・ウンマ党インタビュー 

・Alread 新聞社インタビュー 

14 12 月 2 日 木 

・Aecom International Sudan インタビュー 

・JICA スーダン駐在員事務所打合せ 

（山口団員 スーダン発） 

15 12 月 3 日 金 （山口団員 東京着） 

 

１－４ 主要面談者 

主要な面談者は下記の表－３のとおり。 

 

表－３ 主要面談者リスト 

(1) スーダン政府関係者 

面談先 面談相手 

地方分権化高等評議会 

（HCDG） 

Mr. Salah Eldeen Babikir Mohamed (General Secretary) 

Mr. Abdllah Bashir (General Director of Development) 

国営水公社研修センター 

（PWCT） 

Ms. Eatidal Elraya Malik (General Director) 

連邦保健省 

（FMOH） 

Dr. Suleiman Abdulijabar (PHC, Director of RH) 

Sr. Fatima Salih Khider (VMW TOT Facilitator)  

Sr. Amna Taha Sidahmed (VMW TOT Facilitator) 

Sr. Soad Al Sharief (VMW TOT Facilitator) 

職業・徒弟訓練評議会 

（SCVTA） 

Mr. Mustafa Elradi Ahmed (Director General Trades Organizing and 

Skills Measurement) 

技術・工学教育国家委員会 

（NCTTE） 

Dr. Sakeena Abdulghani Ismail (Director of Training Department) 

Mrs. Fathia Mohamed Alhussein (Director of Project & International 

Relationship 
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北部スーダン DDR 委員会 

（NSDDRC） 

Mr. Rahman Bilal (Reintegration Director) 

セナール州保健省 

（SSMOH） 

Sr. Darelsalam Mohamed Mustafa (RH Coordinator  

Assisstnat) 

Ms. Magboula Ahmd Aljack (VMW TOT Facilitator) 

Ms. Gissma Mohamed Ahmed (VMW TOT Facilitator) 

Ms. Amal Alshasali, (VMW TOT Facilitator) 

西ダルフール州政府 Mr. Mohemeed Abdoelhakg (State Ministry of Finance, Director 

General) 

Mr.Mohamed Nour (Director of Training) 

南ダルフール州政府 Mr. Ali Aldudsugi Elsdalla (State Ministry of Local Governance, 

Director General) 

 

(2) その他のスーダン側面談先 

面談先 面談相手 

ウンマ党 Mr. Siddeeg Mohammad Ismaiel (General Secretary) 

Dr. Eltahir Harbi (Member of Political Bureau) 

スーパービジョン新聞社 Mr. Mohamed Abdallah (Editor, Sudan Vision daily news paper) 

Alraed 新聞社 Mr. Mohamed Hamed (Editorial Manager, Alraed news paper) 

 

(3) 国際機関・海外援助プロジェクト 

面談先 面談相手 

国際連合児童基金 

（UNICEF） 

Dr. Magdy Bayoumi (Chief of Health and Nutrition Section) 

Mr. Ismail Awadalla Mohamed (Health Specialist) 

国際連合開発計画 

（UNDP） 

Mr. Kumar Venkumananthi (Deputy Coordinator/ N& CSAC 

Manager)  

Mr. Osama Toheddin (Reintegration Coordination Office) 

国際連合スーダンミッション 

（UNMIS） 

Mr. Georg Charpentier (UN Resident Humanitarian Coordinator, the 

United Nations Mission in the Sudan) 

Aecom International Sudan 

（USAID プロジェクト） 

Ms. Carrie Conway (Aecom International Sudan, Chief of Party) 

 

(4) 日本側関係者 

面談先 面談相手 

在スーダン日本大使館 和田明範大使 

ダルフール及び暫定統治三地

域人材育成プロジェクト 

井堂有子専門家（チーフアドバイザー） 

Mr. Babiker Abdelgader（ローカル・コンサルタント） 

水供給人材育成計画プロジェ

クト 

上村三朗専門家（プロジェクト・リーダー） 
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フロントライン母子保健強化

プロジェクト 

城戸千明専門家（プロジェクト・リーダー） 

原口珠代専門家（サブ・リーダー） 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

２－１ 基本計画 

プロジェクトの基本計画は以下のとおり。〔付属資料 1．ミニッツの ANNEX 2．のプロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）を参照〕。 

 

(1) 上位目標 

ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健医療

（MCH）、職業訓練分野における行政サービスへのアクセスが改善される。 

 

(2) プロジェクト目標 

ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健医療

（MCH）、職業訓練分野において、関係機関のサービス・プロバイダーの能力が向上する。 

 

(3) 成果 

1)  パイロット活動の管理及び研修を通じて、州政府の調整能力が強化される。 

2)  パイロット活動の実施及び研修を通じて、給水、保健医療（MCH）、職業訓練分野の人

材が育成される。 

 

(4) 活動 

活動 1-1． 州地方自治省（State Ministry of Local Governance：SMOLG）、州財務省（State 

Ministry of Finance：SMOF）に対し、プロジェクト運営管理・モニタリング研修

を実施する。 

活動 1-2． SMOLG、SMOF との協同で、パイロット活動に応じたガイドライン及びモニタリ

ング・シート（研修応募書類、研修生スクリーニング、活動報告書フォーマット

など）を立案する。 

活動 1-3． 調整・モニタリングに必要な機材（コンピューターなど）を整備する。 

活動 1-4． SMOLG、SMOF との協同で活動の調整並びにパイロット活動の実施に必要なサポ

ートを実施する。 

活動 1-5． SMOLG、SMOF が各分野におけるパイロット活動のフィールドモニタリングを行

う。 

 

活動 2-1． 給水、保健医療、技術・職業訓練分野のサービス・プロバイダーである SWC、保

健医療機関（MCH）、技術・職業訓練校に対し、技術研修を実施する。 

活動 2-2． パイロット事業に必要とされる機材を整備する。 

活動 2-3． 各実施機関（SWC、保健医療機関、技術・職業訓練校）がパイロット事業（井戸

の修復、VMW、総合的品質管理（Total Quality Management：TQM）・5S 手法によ

る業務改善、技術学校の訓練コースの改善）を実施する。 

活動 2-4． MOFG、SMOLG、州教育省（State Ministry of Education：SMOE）、SWC、州公共

施設省（State Ministry of Planning Public Utilities：SMOPPU）その他関係機関がパ
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イロット活動のモニタリングを行う。 

 

２－２ プログラムにおける位置づけ 

外務省の対スーダン事業展開計画では、「紛争被災民・社会再統合支援」を援助重点分野として

いる。本プロジェクトは、その事業展開計画のなかの開発課題の 1 つである「帰還民再定着及び

再統合の促進」のための協力プログラム「紛争被災民・社会再統合支援プログラム」の一部であ

る。同協力プログラムの概要は下記のとおり。 

 

紛争被災民・社会再統合支援プログラムの概要 

平和の定着を迅速に促進するためには、紛争被災民や帰還先の地元住民が早期に平和の配

当を享受することが必要。そのため、本プログラムでは紛争被災民や帰還先住民の生計向

上及び基礎生活基盤整備（水、保健、衛生、教育など）の改善を迅速に支援する。国際機

関及び NGO との連携を検討するとともに、コミュニティ開発支援無償などの活用も検討

する。 

 

２－３ プロジェクト・デザイン・マトリックス 

2009 年 12 月 22 日に、プロジェクトを暫定統治地域にも拡大するためにスーダン政府と合意し、

このために PDM の改定を行った。 

 

２－４ 実施体制 

全体 C/P は HCDG（旧 MOFG）である。また、州レベルの C/P は、ダルフール 3 州（北ダルフ

ール州、西ダルフール州、南ダルフール州）及び暫定統治三地域の 2 州（青ナイル州、南コルド

ファン州）の 5 州にある、SMOH、SWC、SMOE、州青年スポーツ文化省（State Ministry of Youth, 

Sports and Culture：SMOYSC）、SMOLG、SMOF、北部スーダン DDR 委員会（North Sudan DDR 

Commission：NSDDRC）の長である。 

連邦レベルの調整組織としては HCDG の次官を議長とする合同調整委員会（Joint Coordinating 

Committee：JCC）があり、プロジェクトの計画承認、運営管理、モニタリング、予算確保に向け

た支援などを実施する。また州レベルの調整組織として各州政府に州調整委員会（State 

Coordinating Committee：SCC）があり、州の各ライン省庁との調整を行い、また事業調整、進捗

管理、プロジェクト内で発生する問題解決などを行う。プロジェクトの事業実施主体は、SWC、

VMW 現任研修ファシリテーター、助産師学校、州病院、技術・職業訓練校である（付属資料 2．

プロジェクト概念図を参照）。 
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第３章 中間評価の方法 
 

３－１ 評価実施方法 

３－１－１ 評価調査手法 

中間レビュー調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン」第 1 版（2010 年）に基づき、日本側

及びスーダン側の合同評価として実施した。調査には、プロジェクトが採用している PDM と

よばれるロジカル・フレームワークを用いた。PDM を参考にし、プロジェクトの現状把握のた

めに、その実績と実施プロセスを調査し、さらに、それらの因果関係を検証した。評価におけ

る価値判断の基準としては、開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）によ

る 5 項目評価の視点（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）を用いた。なお、プロ

ジェクトのターゲット地域が紛争地域であることから、紛争分析の観点も評価に取り入れた。

調査の結果は、11 月 29 日に開催されたプロジェクトのステークホールダー会合において調査

ミッションによって報告され、更にミニッツに添付し日本及びスーダン側の関係者の間で合意

し署名された。 

 

３－２ 評価グリッドの作成 

評価の手順としては、まず事前調査、PDM、討議議事録（Record of Discussions：R/D）、専門家

報告書、定期報告書（1 年次報告）、本プロジェクト及び関係プロジェクトの作成したその他の報

告書・資料、その他関係文書から、本プロジェクトに係る基本的な情報を入手したうえで、評価

デザインを検討し評価グリッドを作成した。（付属資料 5．評価グリッド、及び付属資料 3．及び

4．の評価グリッド調査結果）これに基づき、質問票を作成し、個人やグループに対するインタビ

ュー調査及び追加資料の収集を行った。 

プロジェクトではパイロット活動の実施がダルフール及び暫定統治地域という紛争地域で計画

されているものの、同地域への日本人専門家の立ち入りが制限されているため、調査はハルツー

ムで実施した。ハルツーム所在のプロジェクト関連組織の関係者のほか、ハルツームに招かれた

ダルフール及び暫定統治地域の C/P 機関の関係者に対しインタビューを行った。また、給水分野

におけるパイロット活動の実施状況については、ローカル・コンサルタントによる調査を参考に

した。 

本プロジェクトの活動と関連する JICA プロジェクトに対する調査としては、実施中の「水供

給人材育成計画プロジェクト」と「フロントライン母子保健強化計画－マザーナイル・プロジェ

クト」について、関係者へのインタビュー調査と関係書類の検討を行った。さらに、プロジェク

トに関係する、同分野の他機関による援助機関、マスコミ、野党政党からも、参考情報及び意見

を聴取した。 
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第４章 計画達成度 
 

４－１ 投入実績 

４－１－１ 日本国側の投入 

(1) 専門家 

2010 年 10 月までに、全体調整を担当する MOFG（現在の HCDG）にはこれまで 2 名（う

ち 1 名は派遣中）の専門家が派遣され、その他に水供給、保健、職業訓練分野において表

－４の短期専門家が派遣された。 

 

表－４ 短期専門家の派遣状況 

分野など 派遣期間 

連邦統治省 
計画策定・実施支援・モニタリング 

第 1 次：2009 年 8 月～12 月 

第 2 次：2010 年 1 月～8 月 

チーフ・アドバイザー 2010 年 9 月～2012 年 6 月 

水供給 

井戸改修・研修計画 2009 年 8 月～9 月 

井戸データ収集・分析 2009 年 8 月～9 月 

機材調査・積算 2009 年 8 月～9 月 

井戸管理用機材等調達支援 2009 年 10 月～2010 年 1 月 

機材計画指導 2010 年 3 月～6 月 

給水施設維持管理計画 2010 年 6 月～8 月 

保健 病院品質管理のための 5S 活動 

第 1 次：2009 年 10 月～12 月 

第 2 次：2010 年 2 月～4 月 

第 3 次：2010 年 5 月～7 月 

職業訓練 

人材育成研修計画 2010 年 2 月～3 月 

職業訓練情報収集・分析 2010 年 1 月～4 月 

職業訓練指導 2010 年 5 月～8 月 

 

(2) 機材供与 

日本側が供与した機材は、付属資料 1．ミニッツ（英文）の ANNEX 1 1-2 List of Equipment 

and Material provided by JICA を参照。2010 年 10 月までに供与した機材の額は約 1 億 9,600

万円である。その内訳は、水供給分野に約 1 億 2,320 万円（ダルフール 3 州）、保健分野に

約 3,045 万円（ダルフール 3 州及び暫定統治地域 2 州）、職業訓練分野に約 4,235 万円（同

じくダルフール 3 州及び暫定統治地域 2 州）である。 

 

(3) プロジェクト運営費 

日本側が支出したプロジェクト運営経費は、2010 年 10 月までの累計で、約 2,200 万円

である。更に同時期に、スーダンにおける研修実施経費約 2,320 万円、本邦研修実施経費

約 1,700 万円を投入している。 
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４－１－２ スーダン側の投入 

(1) カウンターパート 

スーダン側は、付属資料 1．ミニッツ（英文）の ANNEX 1 1-3 に示したように、連邦政

府レベルでは MOFG 次官、州政府レベルでは SMOH、SWC、SMOE、NSDDRC、SMOYSC、

SMOLG、SMOF の局長がプロジェクトの C/P となっている。 

 

 (2) 事務所などの提供 

MOFG は専門家に同省内の建物の 1 室を事務所として提供し、また電気代などを負担し

ている。 

 

 (3) プロジェクト運営費 

ダルフール 3 州及び暫定統治地域 2 州の州政府と JICA は、2010 年 5 月から 8 月の期間

に協議を重ね、プロジェクトのパイロット活動実施のための州政府の費用負担について合

意を行っている。5 つの州政府によって、水供給、保健医療（MCH）、職業訓練の分野に

おいて、表－５のとおり 2010 年 10 月から 2012 年 4 月までの期間に 708 万 6,078 スーダン

ポンド（283 万 4,431 米ドル）の支出のコミットメントがなされた。 

このうち、水供給分野では深井戸及び給水施設改修がダルフール 3 州政府の SWC によ

って、中間レビュー実施時期までに実施されており、州政府によってコミットされた予算

の一部が既に使用された。 

 

表－５ 州政府による予算のコミットメント 

USD1=SDG2.5 

州政府 分野 額 実施時期 

北ダルフール 

水供給 2,551,464 2010 年 10 月～2012 年 4 月 

職業訓練 82,500 2011 年 

保健 70,000 2010 年 10 月～2011 年 

西ダルフール 

水供給 577,740 2010 年 10 月～2012 年 4 月 

職業訓練 89,000 2011 年 

保健 70,000 2010 年 10 月～2011 年 9 月 

南ダルフール 

水供給 2,551,474 2010 年 10 月～2012 年 4 月 

職業訓練 102,400 2011 年 

保健 70,000 2010 年 10 月～2011 年 9 月 

青ナイル 

水供給 未定 2010～2011 年 

職業訓練 517,000 2010～2011 年 

保健 30,000 2010～2011 年 

南コルドファン 

水供給 120,500 2010～2011 年 

職業訓練 224,000 2010～2011 年 

保健 30,000 2010～2011 年 

合計（SDG） 7,086,078  

合計（USD） 2,834,431  
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表－６ プロジェクト運営管理・モニタリング研修の実施状況 

研修分野 研修生 人数 実施 

財務管理（初級） 

2009 年 11 月 15 日～19 日 

ダルフール 3 州、青ナイル州、南コル

ドファン州 

SMOLG、SMOF 中級以上職員 

9 

 

 

SAAS 

 

 

財務管理（初級） 

2010 年 5 月 2 日～5 月 6 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

SMOLG、SMOF 中級以上職員 

6 

 

SAAS 

 

財務管理（中級） 

2010 年 6 月 13 日～6 月 24 日 

ダルフール 3 州、青ナイル州、南コル

ドファン州 

SMOLG、SMOF 中級以上職員 

18 SAAS 

 

 

報告書作成・分析 

2009 年 12 月 13 日～12 月 17 日 

ダルフール 3 州 

SMOLG 、 SMOF 、 SMOH 、 SOME 、

SMOPPU、SWC、技術校、助産師学校 

23 SAAS 

 

 

報告書作成・分析 

2010 年 5 月 16 日～5 月 20 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

SMOLG 、 SMOF 、 SMOH 、 SOME 、

SMOSD、SMOYC、SWC 

22 SAAS 

 

 

プロジェクト管理 

2009 年 12 月 20 日～12 月 24 日 

ダルフール 3 州 

SMOLG 、 SMOF 、 SMOH 、 SOME 、

SMOPPU、SWC 

15 

 

SAAS 

 

 

プロジェクト管理 

2009 年 5 月 9 日～5 月 13 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

SMOLG、SMOF 中級以上職員 

10 

 

SAAS 

 

プロジェクト・マネジメント・サイクル

（PCM） 

計画・モニタリング 

2010 年 8 月 1 日～8 月 3 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

SMOLG 、 SMOF 、 SMOH 、 SOME 、

SMOSD、SWC、技術・職業訓練校、

NGO 

23 中元 

専門家

 

 

プロジェクト管理・モニタリング 

2009 年 7 月 26 日～8 月 15 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

SMOLG、SMOF、MOFG 

局長レベル 

8 

 

 

本邦 

研修 

 

 

４－２ 活動実績 

４－２－１ 成果 1 に係る活動 

活動 1-1 

SMOLG、SMOF に対し、プロジェクト運営管理・モニタリング研修を実施する。 

表－６にある研修に合計 131 名の管理部門の職員が参加した。ほとんどの研修コースは、

スーダン行政科学院（Sudan Academy for Administrative and Sciences：SAAS）に委託して実

施された。 

 

活動 1-2 

SMOLG、SMOF との協同で、パイロット活動に応じたガイドライン及びモニタリング・シ
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ート（研修応募書類、研修生スクリーニング、活動報告書フォーマットなど）を立案する。 

プロジェクトをより良く管理するために、SMOLG と SMOF の職員と協議して、研修応

募書類、研修生スクリーニング、活動報告書フォーマットなどに使用される、ガイドライ

ン及びモニタリング・シートをプロジェクトは作成した。 

 

活動 1-3 

調整・モニタリングに必要な機材（コンピューターなど）を整備する。 

上記のアドミニストレーション用の機材は今後供与される予定である。 

 

活動 1-4 

SMOLG、SMOF との協同で活動の調整並びにパイロット活動の実施に必要なサポートを実

施する。 

SMOLG と SMOF は、ステークホルダー・ミーティングや 6 カ月ごとに開かれている JCC

に参加しており、これらの会合はプロジェクトの管理上の重要な事項を検討するために開

催されている。 

 

活動 1-5 

SMOLG、SMOF が各分野におけるパイロット活動のフィールドモニタリングを行う。 

上記の活動は、今後パイロット活動が本格化する、プロジェクトの後半に主に実施され

る予定である。 

 

４－２－２ 成果 2 に係る活動 

活動 2-1 

給水、保健医療、技術・職業訓練分野のサービス・プロバイダーである SWC、保健医療機

関（MCH）、技術・職業訓練校に対し、技術研修を実施する。 

 

(1) 水供給 

ダルフール 3 州の SWC 職員は、2009 年 7 月 12 日～7 月 23 日、2010 年 2 月 27 日～5 月

14 日、2010 年 6 月 5 日～6 月 17 日の合計 3 回にわたって実施された「井戸管理研修コー

ス」に参加した。それぞれの研修実施期間に、ダルフール 3 州の各 SWC から 2 名ずつが

参加した。この国営水公社研修センター（Public Water Corporation Training Center：PWCT）

による研修コースへの参加は、ダルフール各州の SWC が井戸改修のパイロット活動を実

施できるよう準備するためであった。また、パイロット活動に係る施行計画・管理のため

の研修も 2010 年にダルフール 3 州の SWC 職員に対して、PWCT によって行われた。 

青ナイル州と南コルドファン州の SWC 職員は、PWCT の実施した水供給施設改修の計

画・管理のための研修コースに 2010 年 7 月に参加した。これらの PWCT による研修コー

スのすべては、「水供給人材育成プロジェクト」の協力を得て実施されたものであった。 
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表－７ 水供給分野の研修実績 

TOT の分野 研修生 人数 実施 

井戸管理（第 1～3 回） 

2009 年 7 月 12 日～7 月 23 日 

2010 年 2 月 27 日～5 月 14 日 

2010 年 6 月 5 日～6 月 17 日 

ダルフール 3州の SWC 6 PWCT 

水供給施設管理 

2010 年 7 月 18 日～7 月 29 日 

青ナイル州、南コルド

ファン州の SWC 

15 PWCT 

 

(2) 保健 

ダルフール 3 州及び青ナイル州、南コルドファン州のヘルス・ビジター（Health Visitor：

HV）に対して、VMW の現任研修実施のためのトレーナー研修（Training of Trainer：TOT）

が行われた。TOT は連邦保健省（Federal Ministry of Health：FMOH）、セナール州保健省

（Sennar State Ministry of Health：SSMOH）、「フロントライン母子保健強化プロジェクト」

三者の協力によって実施された。2010 年 7 月 4～15 日及び 9 月 19～30 日の 2 回にわたっ

た TOT に合計 56 名が参加した。これらの TOT は、ハルツームで同年 1 月に行われた準備

のためのリプロダクティブ・ヘルス（Reproductive Health：RH）に関するワークショップ

経て、注意深く計画されたものであった。 

なお、病院管理改善のための 5S 研修は日本人専門家によって、2009 年 12 月から 2010

年 3 月の間に合計 9 回にわたって、FMOH と SSMOH の病院管理関係者 194 名に対して実

施された。プロジェクトの対象地域の参加者に対して実施された研修は表－８、表－９の

とおり。 

 

表－８ 村落助産師現任研修のための TOT 研修 

日付 州 参加者数 

2010 年 7 月 4～15 日 青ナイル州、南コルドファン州 23 

2010 年 9 月 19～30 日 ダルフール 3 州 33 

 

表－９ 職業訓練分野の TOT 研修 

TOT の分野 研修生 人数 実施機関 

機械 

2009 年 12 月 13 日 

～2010 年 1 月 14 日 

ダルフール 3 州 

技術校 

6 Elgeraf Shrg 技術短大 

自動車 

2010 年 1 月 17 日 

～2 月 25 日 

ダルフール 3 州、青ナイル州、 

南コルドファン州 

技術校 

14 Elgeraf Shrg 技術短大 

電気 

2010 年 2 月 21 日 

～3 月 25 日 

ダルフール 3 州、青ナイル州 

技術校 

10 Elgeraf Shrg 技術短大 
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金属加工 

2010 年 2 月 28 日 

～4 月 8 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

技術校、NGO など 

23 Khartoum 2 VTC 

/SVCTA 

木工 

2010 年 2 月 28 日 

～4 月 8 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

技術校、NGO など 

15 Khartoum 2 VTC 

/SVCTA 

服飾 

2010 年 2 月 28 日 

～4 月 8 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

女性連盟、ユースセンター 

25 Sudan-Korean VTC 

/SVCTA 

食品加工 

2010 年 2 月 28 日 

～4 月 8 日 

青ナイル州、南コルドファン州 

女性連盟、ユースセンター 

26 Sudan-Korean VTC 

/SVCTA 

 

(3) 職業訓練 

ダルフール地域については、Elgeraf Shrg 技術短大によって、機械・自動車・電気の分野

の職業訓練コースの TOT がダルフール 3 州の技術校の教師に対して実施された。また、青

ナイル州と南コルドファン州については、自動車、電気、金属加工、木工、服飾の分野で、

技術校や職業訓練校の教師に対して実施された。金属加工、木工、服飾、食品加工の分野

の TOT 教師はハルツーム所在の職業訓練センター（Vocational Training Center：VTC）によ

って実施された。プロジェクト対象地域から上記の TOT 研修に参加した者の数は 119 名に

達した（より詳細なデータは表－９を参照）。 

 

活動 2-2 

パイロット事業に必要とされる機材を整備する。 

ミニッツ（英文）の付属資料 ANNEX 1 1-2 List of Equipment and Material provided by JICA

に示された機材の供与が実施された。 

 

(1) 水供給 

ダルフール地域 3 州の SWC に対しては、2010 年 7 月にポンプ、ボアホール・カメラ、

クレーントラックなどの深井戸改修用の機材が供与された。暫定統治地域の 2 州の SWC

の給水施設改修のための機材は、2010 年度中に供与される計画である。 

 

(2) 保健医療 

2010 年 11 月、助産師学校 5 校に研修用機材を配布し、VMW 用の助産師用器具を 1,166

キットをダルフール及び暫定統治地域 2 州の SMOH に供与した。 

 

(3) 職業訓練 

2010 年 11 月に暫定統治地域の自動車、電気、金属加工、木工、服飾、食品加工の分野

の職業訓練実施のための機材が供与された。ダルフール 3 州の技術校に対する機材供与は

調達の手続きが進められており 2010 年度中に実施される予定である。 
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活動 2-3 

各実施機関（SWC、保健医療機関、技術・職業訓練校）がパイロット事業（井戸の修復、

VMW、TQM・5S 手法による業務改善、技術学校の訓練コースの改善）を実施する。 

ダルフールの 3 州すべての SWC が井戸の修復工事を開始した。 

 

活動 2-4 

MOFG、SMOLG、SMOE、SWC、SMOPPU その他関係機関がパイロット活動のモニタリン

グを行う。 

上記の活動は、今後パイロット活動が本格化する、プロジェクトの後半に主に実施され

る予定である。 

 

４－３ 成果の達成状況 

成果 1：パイロット活動の管理及び研修を通じて、州政府の調整能力が強化される。 

指標：ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健

医療（MCH）、職業訓練分野のパイロット活動の実施のために適切な予算配分が行われる。 

成果 1 はプロジェクトの終了時までに達成される見通しである。ダルフール 3 州のすべ

ての SWC では、表－10 のとおり既に井戸の改修工事を開始している。これらの改修工事

の費用は、各州の財政から支出されているものである。パイロット活動のための予算の支

出については、ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州、南コルドファン州のそれ

ぞれの州政府によって州財政からの支出のコミットメントが表明されている。 

 

表－10 井戸改修工事の状況 

州水公社 改修工事済 改修工事中 

北ダルフール SWC 5 2 

西ダルフール SWC 2 0 

南ダルフール SWC 1 2 

 

VMW の現任研修は実施準備がほぼ完了しており、RH コーディネーター会合を終えて、

2010 年 10 月に北ダルフール州で開始され、その後 2011 年 2 月までに残りの 4 州でも開始

される見通しである。また職業訓練分野では暫定統治地域で実施準備が進んでおり、更に

安全確認調査を行ったうえで「北部スーダン職業訓練強化プロジェクト」と連携してのパ

イロット活動の実施が 2011 年 1 月に見込まれている。保健分野及び職業訓練の分野のパイ

ロット活動の運営経費の予算配分についても、ダルフール 3 州及び暫定統治地域 2 州の州

政府によりコミットメントが既になされている。 

主にプロジェクトの 1 年目の期間に実施されたプロジェクト運営管理の強化を目的とし

た研修の効果が、パイロット活動実施のための調整に生かされ、成果 1 の達成に貢献する

ことが期待される。成果 1 の達成には、「活動 1-4 SMOLG、SMOF との協同で活動の調

整並びにパイロット活動の実施に必要なサポートを実施する。」が重要な要素となってい

る。 
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成果 2：パイロット活動の実施及び研修を通じて、給水、保健医療（MCH）、職業訓練分野

の人材が育成される。 

指標：給水、保健医療（MCH）、職業訓練分野におけるサービス・プロバイダーのスキルと

知識が向上する。 

成果 2 がプロジェクトの終了時までに達成される可能性は高い。成果 2 はプロジェクト

の実施した研修プログラムと機材供与によって既にかなり達成されている。給水、MCH、

職業訓練の分野のサービス・プロバイダーに対して TOT が実施され、機材の多くはプロジ

ェクト前半の比較的短期間に調達を終えている。 

SWC や SMOH などの実施機関は、それぞれ給水施設改修と VMW 現任研修のパイロッ

ト活動実施のためのより高いサービス提供能力を既に備えている。さらに、これらの能力

は、PWCT によるモニタリングや追加研修、FMOH によるスーパービジョンのサービスに

よって支援される予定である。州政府が独自のイニシアティブでパイロット活動を実施す

ることによって、サービス・プロバイダーはより一層、組織と人材の能力向上が期待でき

るようになる。 

なお、パイロット活動のモニタリング・システムは、実地で役立つよう、より簡単な形

に改善するべきと思われる。 

 

４－４ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファン州の

給水、保健医療（MCH）、職業訓練分野において、関係機関のサービス・プロバイダーの

能力が向上する。 

指標：州政府及び関係機関との協力によって、パイロット活動が持続的に実施される。 

州政府内の部局の関係が良好で、サービス・プロバイダーへの予算割当てを含む組織的

な調整がスムーズに行われれば、プロジェクト目標はプロジェクトの実施期間が終了する

前に達成されると思われる。現在、井戸改修のためのパイロット活動はそのサービス・プ

ロバイダーである SWC によって既に開始されているが、VMW への現任研修も順調に短期

間のうちに開始される可能性が高い。FMOH と SSMOH が、「フロントライン母子保健強

化プロジェクト」の協力を得て、現在その準備を進めている。 

職業訓練の分野でも、プロジェクトは研修と機材供与を既に行っており、実施計画を更

につめることによって技術学校やユースセンターなどの政府機関及び NGO による、パイ

ロット活動が開始される予定である。 

スーダンが置かれている、紛争を含むさまざまな社会的・経済的・政治的な環境から発

生する外的要因を考慮すれば、プロジェクトのパイロット活動の持続性は、他の国のプロ

ジェクトより更に一層難しい状態に置かれていたと予想することもできる。そういった難

しい状況のなかで、プロジェクトが組織面及び人材面の能力強化を通じて、持続性をこれ

まで強化してきたことは評価できる。 

 

４－５ 上位目標の達成状況 

プロジェクトの上位目標：ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファ

ン州の給水、保健医療（MCH）、職業訓練分野における行政サービスへのアクセスが改善
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される。 

指標：ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び南コルドファン州の給水、保健医

療（MCH）、職業訓練分野における行政サービスへのアクセスを改善するための手段が持

続的に実施される。 

上位目標の達成見込みを、この中間レビューの段階で判断することはいまだ時期尚早と

思われる。 

 

４－６ 平和構築の観点 

平和構築の視点からは、次のことに留意することが重要である。ダルフールでは、紛争影響地

域とその他の地域のバランス、部族間のバランス、長期化する国内避難民（Internally Displaced 

Persons：IDP）問題、一部の住民の間で高まる紛争の継続に対する不満について適切に配慮する。

同様に暫定統治地域では、紛争時に政府支配下にあった地域とそうでなかった地域との間の地域

間格差または地域間バランス、紛争によって影響を受けた人々（帰還民、社会的弱者など）のニ

ーズ、元戦闘員の社会復帰、CPA の署名によって高まった期待にもかかわらず進まぬ復興の歩み

に対して住民の一部にある失望などに、良く配慮することが大切である。 
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第５章 中間評価結果 
 

５－１ 評価 5 項目による評価 

５－１－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 

(1) スーダンの国家政策との整合性 

現在の国家戦略計画（2007～2011）が、2011 年に新たな戦略計画が策定されるまでスー

ダンの開発政策とみなされている。事前評価が行われた 2009 年 4 月から現在まで、関連

する主な政策に変化はない。現行の戦略計画では、安全な水の確保と MCH はプライオリ

ティーが高い分野とされており、また職業訓練も同計画で重要性が指摘されている。 

 

(2) 協力のタイミング 

プロジェクトの開始は、2009 年 3 月に国際 NGO が追放されたために、その後に残され

たギャップを埋め、住民のベイシック・ニーズに応えるために、スーダン政府のライン省

庁が活動を開始した時期と一致している。 

暫定統治地域では CPA が調印され 5 年が経過したにもかかわらず開発が遅れていた。プ

ロジェクト対象地域の暫定統治地域への拡大は、同地域での武装解除と動員解除がプロジ

ェクト開始の数カ月前に開始されるというタイミングに恵まれた時期でもあった。 

 

(3) 協力の内容 

プロジェクト目標は平和構築そのものを目的としてはいないが、給水、保健医療、職業

訓練の分野でのサービス・プロバイダーの能力向上を通じて、基本的なサービスへのアク

セスを改善し、政府への信頼を強化し、平和のための基礎固めに貢献することが期待され

ている。これは政府が予算を割り当て上記のサービス・プロバイダーによるパイロット活

動が実行に移され、継続して活動を行うことを通じて可能となる。 

 

(4) ターゲット地域の選択 

プロジェクトは、ダルフール 3 州と暫定統治地域という、紛争によって被災した地域を

ターゲット地域としており、ターゲット地域選択の妥当性が高いことは明らかである。 

 

５－１－２ 有効性 

プロジェクトはそのプロジェクト目標「ダルフール 3 州及び暫定統治地域の青ナイル州及び

南コルドファン州の給水、保健医療（MCH）、職業訓練分野において、関係機関のサービス・

プロバイダーの能力が向上する。」の達成に向かって順調に進められており、その有効性は高い。 

(1) パイロット活動に対する州政府のコミットメント 

州政府の関係部局は、部局間での調整を進めながら、プロジェクトのパイロット活動を

支援しており、既に 5 つの州政府がパイロット活動を支える予算的なコミットメントの額

を明らかにしている。 

 

(2) 異なるレベルの組織間の協力によるパイロット活動の実施 
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給水、保健医療、職業訓練の分野で、PWCT、FMOH、SCVTA、NCTTE などの連邦政府

機関による研修を通じてパイロット活動に必要な技術を育成し、プロジェクトのパイロッ

ト活動は実施に移される。プロジェクトでは、プロジェクト目標達成のために、連邦政府

省庁、その他政府機関、州政府部局、サービス・プロバイダーなどの異なるレベルの組織

が連携し活動を実施している。 

 

５－１－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。限られた予算、体制のなかで、プロジェクトは給水、MCH、

職業訓練の複数の分野にまたがる活動を、紛争に苦しむ 5 つの州に拡大しつつある。 

(1) スーダンの機関の経験と資源の活用 

プロジェクトが効率性を高めている最も大きな要因の 1 つは、FMOH、SSMOH、PWCT、

SCVTA、NCTTE などのスーダンの国営機関の経験と資源を生かしていることである。な

お、これらの連邦機関のうちのいくつかの組織は、他の実施中の JICA プロジェクトの協

力を得ている。 

また、プロジェクトはその活動のなかで研修や TOT の実施が必要な場合には、SAAS、

SCVTA をはじめスーダン政府の訓練機関を活用することによってプロジェクトの効率性

を高めてきた。 

 

(2) 他ドナーとの協調 

他のドナー機関との協調や協力もまたプロジェクトが効率性を高めてきた要因である。

無償資金協力のスキームによって、2010 年 11 月 10 日に JICA と FMOH と UNICEF は、「小

児感染症予防計画」のプロジェクトに合意している。 

 

５－１－４ インパクト 

プロジェクトのインパクトは高い。 

(1) 公共サービスへのアクセスの改善 

パイロット活動が開始された場合、給水、保健医療（MCH）、職業訓練の分野での公共

サービスへのアクセスが改善することが期待されている。また、公共サービスへのアクセ

スが増加し、更に予算の割り当てが確保され続ければ、サービスの受益者に対しても持続

的なインパクトがもたらされる。なお、これらのインパクトを測定する手段を開発する必

要がある。 

 

(2) 他のプロジェクトへの影響 

プロジェクトが重要な支援を受けてきた他の JICA プロジェクトに対しても、プロジェ

クトはポジティブなインパクトを与えた。例えば、FMOH、SSMOH、「フロントライン母

子保健強化プロジェクト」が実施した TOT は、それを支援したプロジェクトのファシリテ

ーターの能力を高め、彼らの業務に対する自信を高めたといえる。また SWC による井戸

の改修工事の実施はプロジェクトの成果であるが、同時に PWCT による研修の有効性を証

明したものでもある。このインパクトは、PWCT が研修内容を現場のニーズに応じた内容

に改善するために払った多くの努力が短期間のうちに実ったことによって生じたことを
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示している。 

 

(3) 政府への信頼の醸成 

プロジェクトの TOT の参加者からは、研修が彼らの知識を深めただけでなく、プロジェ

クトのインパクトとして、業務に対する自信と熱意を高められたという感想が表明され

た。このことは、結果的にサービス・プロバイダーの能力を向上させ、人々の政府とダル

フール及び暫定統治地域の将来に対する信頼を醸成するのに貢献する。 

 

(4) 平和構築の側面での影響 

ダルフールにおいてパイロット活動のターゲット地域を選択する際に、紛争で被災した

地域とそうでない地域の間のバランス、部族間のバランス、長期化する IDP のニーズ、な

どに対して適切な配慮を払うことによって、プロジェクトは住民の間に存在する不公平感

を和らげることができる。同様に、かつて政府支配下にあった地域とそうでなかった地域

との間の地域間バランスまたは地域間格差、紛争によって影響を受けた人々（帰還民、社

会的弱者グループ）に固有なニーズ、不安定化する可能性を減少させるために元戦闘員の

社会復帰のニーズ、に対して配慮することが重要である。元戦闘員については、元戦闘員

とその他の人々とのバランスを考慮に入れることで、プロジェクトはコミュニティの感じ

る不公平感を薄めることができる。 

 

５－１－５ 持続性 

組織の能力と人的資源の観点からプロジェクトの持続性は高いが、財政的な観点からの持続

性は普通であるとみられる。 

(1) 組織能力と人的資源 

組織能力と人的資源の観点では、プロジェクトは持続性があることを既に示している。

例えば、PWCT による研修のあと、ダルフール地域の北、西、南の 3 州の SWC は、独自

のイニシアティブで井戸の改修工事を進めている。井戸管理の技術のための研修だけでな

く、PWCT は計画とマネジメントのための研修コースをこれら 3 州の SWC の職員に対し

て実施している。こうしたマネジメント技術を獲得することによって、SWC が持続性のあ

る管理能力をもつことを PWCT は期待している。 

 

(2) 財政面での持続性 

しかし、州政府の財政の不安定な状況は継続するとみられるため、効果的な研修の実施

によって、組織の能力と人的資源に関して持続性は高められているものの、財政面におい

ては予算が継続的に確保されるよう努力が必要である。 

 

５－２ 貢献要因と阻害要因の検証 

５－２－１ 連邦政府と州政府の調整の改善 

プロジェクトは連邦政府レベルの省庁と政府組織から協力を得ることに成功している。州政

府が分権化に向かいつつある、困難で変化しやすいスーダンの状況のなか、プロジェクトは連

邦政府レベルの省庁と政府組織から、州政府と効果的に活動するための助言とサポートを得て
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いる。 

 

５－２－２ マネジメント部門の協力 

プロジェクトのスムーズな実施のために多くの協力が、プロジェクトに関連する組織のマネ

ジメント部門の人々から得られた。FMOH、SSMOH、JICA 専門家は、VMW の現任研修につい

てのパイロット活動の実施のためにコーディネーションを行い、プロジェクトに協力した。ま

た、PWCT のマネジメント部門も協力的でプロジェクトの有効な実施に大きく貢献した。 

 

５－２－３ コミュニケーションの促進 

プロジェクトにかかわる多数の関係機関の間のコミュニケーションを保つために、プロジ

ェクトはプロジェクト管理のために多くの努力をはらってきた。JCC が定期的に開催されて

いるうえに、更にステークホルダー会合が開かれ、プロジェクトの重要なコミュニケーショ

ン・ツールとしての役割を果たしている。 

 

表－11 合同調整委員会・ステークホルダー会合の実施状況 

日付 名称 

2009 年 4 月 12～13 日 ステークホールダー会合 

2009 年 5 月 25 日 ステークホールダー会合 

2009 年 6 月 7 日 R/D 署名式 

2009 年 8 月 15 日 合同調整委員会（JCC） 

2009 年 12 月 22 日 ステークホールダー会合 

2010 年 3 月 31 日 合同調整委員会（JCC） 

2010 年 5 月 12～13 日 ステークホールダー会合 

2010 年 10 月 12～13 日 合同調整委員会（JCC） 

 

５－３ 結論 

5 項目の評価の観点から総体的に判断して、プロジェクトの評価結果は良好である。 

プロジェクトは、プロジェクト目標達成に向かって進捗しており、有効性が高いといえる。プ

ロジェクトのパイロット活動は、井戸修復の分野では、ダルフール地域 3 州の州政府において州

政府独自の予算で既に実施に移されている。またプロジェクトは、スーダン政府機関がもってい

る経験と資源を活用することによって、高い効率性を達成している。なお、それら政府機関のう

ちのいくつかは他の JICA プロジェクトの支援を受けているものである。さらに、プロジェクト

の妥当性は高く、またインパクトも高いと予想される。しかしプロジェクトのインパクトを測定

する手段についてプロジェクトは今後より具体的に設定する必要がある。持続性については、組

織と人的資源の側面から高いであろうと推測されるが、財政的な側面からは予算が継続的に確保

されるよう努力が必要である。 
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第６章 提言と教訓 
 

６－１ プロジェクト活動の更なる改善のための提言 

６－１－１ パイロット活動を行う地域を選定するにあったての平和構築の視点への配慮 

平和構築の観点から、ダルフール地域と暫定統治地域の双方で、地域的または（特にダルフ

ール地域では）部族的なバランスに、適切に配慮することが必要である。さらに、ダルフール

地域での IDP、暫定統治地域での帰還民や社会的弱者のような、紛争で悪影響を受けた人々に

対しても、同様に特別な配慮を払うことが重要である。プロジェクトは、元戦闘員とその他の

住民との支援のバランスを取りつつも、元戦闘員の社会復帰のニーズに応えることが求められ

ている。 

 

６－１－２ スーダン政府によるコミットメントを確保する努力の継続 

各州による予算手当は約束されているものの、それが確実に実行される必要があるためプロ

ジェクトは中央政府及び州政府レベルの機関との良好な関係を継続することが望ましい。また

パイロット活動を通じ政府が良い公共サービスを提供するためには、次のことが実施されねば

ならない。 

 

・地方分権化最高評議会（HCDG）：プロジェクトの実施促進 

・ライン省庁（PWC、FMOH、MOGE、NCTTE、SCVTA）：技術的側面での州政府への支援 

・州政府（SMOLG、SMOF、SWC、SMOH、SMOSD、SMOYS、SMOE）：公共サービスを向

上するための資本財や運営費用のための予算を確保する。 

 

プロジェクト終了後も、公共サービス改善のためには、これらが継続的に行われることが重

要である。今後本格的に州での活動が開始されるため、その状況のモニタリング、指導、実施

支援などを、どのように行っていくか、検討する必要がある。 

 

６－１－３ PDM 

プロジェクトの後半、パイロット活動が本格化するにつれて、ターゲット地域のサービス・

プロバイダーの実施能力の向上が図られる。プロジェクトの成果をより明確にするために、ま

た、終了時評価に備えて、数量的な指標の導入を検討することが望ましい。 

 

６－１－４ 安全管理 

暫定統治地域では、元戦闘員の武装解除も進み、状況は改善してきた。しかし、ダルフール

地域では紛争が継続している。プロジェクトは引き続き安全管理に注意して活動を実施し、ロ

ーカル・コンサルタントを活用するなど実施方法を工夫しつつ協力を行う必要がある。今後も

状況を見極めつつ、安全面を留意した援助の方法を検討する。 

 

６－２ 教訓 

６－２－１ 他の JICA プロジェクトとの協調による成果 

プロジェクトは、他の JICA プロジェクトと連携し、プロジェクトの効率性と有効性を高め
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ている。「水供給人材育成プロジェクト」と「フロントライン母子保健強化プロジェクト」はパ

イロット活動のための研修実施に協力しただけでなく、パイロット活動の実施管理面でも準備

に協力し、プロジェクトの迅速な投入が可能となった。他プロジェクトとの連携が良好に行わ

れれば、プロジェクト間の相乗効果も期待できる。 

 

６－２－２ 国際機関との協力 

プロジェクトは、国際連合児童基金（United Nations Children's Fund：UNICEF）と VMW 現任

研修の実施で協力し、暫定統治地域での職業訓練のパイロット活動実施には国際連合開発計画

（United Nations Development Programme：UNDP）の武装解除・動員解除・社会再統合

（Disarmament, Demobilization & Reintegration：DDR）プログラムと連携して実施する計画であ

る。国際機関との連携によって、紛争のために協力活動が困難になっている地域においても、

より有効な活動が可能となるよう努力している。このような、国際機関との協力の方法は、他

のプロジェクトの参考モデルになり得ると考えられる。 
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